第２２回安城市交通安全きらめき自転車大会

（高齢者自転車大会）競技実施要領

１  競技内容

⑴  実技走行テスト

      実技走行テストは、安全走行テストに技能走行テストの一部を取り入れたものとする。

⑵  競技コース

      コースは、別添図面のコースとする。

⑶  走行上の注意事項

      走行に当たっては、特に次の点に注意する。

Ａ：スタート発進

    自転車の左側から乗車し、コースの出発点から、右左右と後方の安全確認をして順次発進し，示された順路に従って走行する。安全確認は、３秒程度とする。

Ｂ：安全な右折         

    後方の安全を確認してから一時停止し、後方の安全を確認して右折する。

Ｃ：信号交差点の右折

    対面する信号が青の場合、右左右後前の安全を確かめ、自転車横断帯を走行して向い側のコーナーまで直進し、コーナーの手前で後方の安全を確かめ一時停止をする。

    停止後に一旦下車して、自転車の向きを右に変えて乗車し、発進の準備をする。対面する信号が青になったら、右左右後前の安全を確かめ、自転車横断帯を走行する。　 
Ｄ：「とまれ」標識での一時停止

     後方の確認をしてから停止線手前で一時停止し、右左右と後方の安全を確認して進む。    

Ｅ：横断歩道の通過

    横断歩道は、人が横断しているものとして行動する。停止する前に後方の安全確認をし、停止線手前で一時停止する。右左右と後方の安全を確認して進む。

Ｆ：板乗り走行

    板乗り走行は、幅２０㎝長さ４ｍの板上を走行する。途中バランスを失って板に乗れなかったり、板から降りたりしないように走行する。

Ｇ：踏切の通過

    踏切を通過するときは、踏切の手前で後方の安全確認をして一時停止し、下車する。その後、右左右後方の安全確認をして自転車をひいて踏切を通過する。通過後に乗車し、後方の安全確認をしてから発進する。

Ｈ：ジグザグ走行

        ジグザグ走行は、ピンの間をジグザグに走行し、ピンを倒したり、抜かしたりしないように走行する。

　　　　　Ｉ：８の字走行

　　　　　　８の字に１回まわる。コースの線からはみ出ないように走行する。
Ｊ：ゴール

    後方の安全確認をして停止し、必ず自転車の左側に下車する。

実技テスト中の故障

    実技テスト中に、自転車のパンク又は故障等により走行ができなくなった場合は、選手は手を挙げて審判員に申告する。審判員は、やりなおしの措置をとるものとする。

２  審判

    この大会における審判団の編成及び審判の方法は、次のとおりとする。

  ◇審判員

    ①審判長

      安城警察署交通課長

    ②副審判長

      交通安全協会安城支部長

    ③審判員

      安城警察署、交通安全協会交通指導員。実技テストの審判にあたる。

◇審判の方法

    実技テストの採点は、各チェックポイントに配置された審判員の減点後の得点の和によるものとする。

    減点項目及び減点数は「実技テスト審査基準」記載のとおりとする。

